
 

 

                             

2020 年 5 月 7 日 

株式会社キュー･テック 

 

新型コロナウィルス感染拡大を受けた緊急事態宣言延長への弊社対応について 

 

 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

 

政府より発令されました新型コロナウィルス緊急事態宣言を踏まえ、首都圏での感染拡大防止のために 

先日より実施しております在宅勤務体制を、5月 17日（日）まで延長することと致しましたので、 

お知らせ申し上げます。 

 

弊社は、今後とも新型コロナウィルスの感染拡大防止のために必要な措置を講じ、関係者の皆様や 

従業員の健康と安全確保を最優先に努めてまいります。 

 

皆様のご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 

以上 


